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被災地で利用されたメディア 

 情報支援プロボノ・プラットフォーム（2011年7月
26日発表） －岩手・宮城・福島三県住民対象 

 発生後数時間内に利用したメディアは 

ラジオが67.5% 

 発生後1週間でも、ラジオが75.0%、 

テレビが71.2% 

 被災地では、被災直後、携帯電話やインターネッ
トよりも、旧来のメディアの利用率が高かった 



回線の復旧状況 －総務省調べ 

 直後には100万を越える固定電話回線が不通。 

3月15日にはその数は20万回線まで下がった 

 停波した携帯電話基地局数は6000を越えた。 

3月15日には1000局にまで減った 

 インターネットも同様の回復を見せた 

 プロボノ・プラットフォームの調査によると、1月後
時点での利用率は、テレビ90.7%、インターネット
78.5%、携帯電話68.6% 



信頼を上げたメディア、下げたメディア 

 野村総研（2011年3月29日報道発表） 

 関東在住の男女を対象の、震災1週間後のネット
調査。有効回答3224名 

 信頼を上げた割合から、下げた割合を引くと 

– プラス：NHK+24.1、ポータルサイト+13.3 

ソーシャルメディア+4.5 

– マイナス：政府・自治体-21.1、民放テレビ-6.5、
新聞-3.1 



旧メディアではカバーできない情報の重要性 

 旧メディアではカバーできない、一人ひとり異な
る、大量の「その地域の情報」でウェブに価値 

被災の中心 被災の周辺 その外 

その地域の情報 その地域の情報と
概括的な情報 

概括的な情報 

通信網は壊滅し、
旧メディア（ラジオ）
が活躍 

通常、旧メディア
（テレビ）で把握 

食糧は？ 鉄道
は？ ボランティア
は？ ……？ 

テレビ・新聞では無
理、ウェブに価値 



アクセシビリティに課題が 

 高齢者・障害者、携帯端末（スマートフォンを含
む）利用者などの情報アクセスに問題が多発 

 ウェブ技術の範囲外での典型事例 

– 東京電力は計画停電について問合せ電話番
号だけを表示し、中途失聴者からの抗議で、
問い合わせファックス番号を後日追加した 



津波警報の表示色も 

 色覚異常者に配慮するため、2011年8月に
NHK・民放が合意 

 今後は、大津波警報は紫、津波警報は赤、津波
注意報は黄色、 

背景の地図は灰色、 

海は濃い青 



東日本大震災時の情報伝達 

 文字の拡大・縮小ができない事例 



東日本大震災時の情報伝達 

 読み上げソフトに対応しない事例 



東日本大震災時の情報伝達 

 中途半端に配慮した事例 



災害はサーチライト 

 災害などの非常事態は、普段は見逃していた問
題を照らし出すサーチライト 

 東日本大震災も、ウェブアクセシビリティの多く
の問題を照らし出した 

 サイト提供者は、優先順位をつけて順番に問題
を解決するよう努力すべき 

 これらのウェブサイトを後から直すには手間が
かかる。手戻りの費用がかかるよりも、最初から
ウェブアクセシビリティを満たすべき 



不断の努力が必要 

 「みんなの公共サイト運用モデル」の改定 

 政府各府省、地方公共 

団体などが提供する 

ウェブの運用について 

モデルとなる手順を 

提示 

A (Action) P (Plan) 

D (Do) C (Check) 

ホームページの 

現状把握と 

目標設定 

目標を達成する 

ための取組み 

JIS X 8341-3:2010に 

基づく試験 

継続的な検証と 

改善の取組み 

ウェブアクセシビリティ 

確保・維持・向上の 

PDCAサイクル 



ウェブコンテンツJISの達成基準 

 文字の拡大・縮小ができない事例 

– 等級AA「テキストを支援技術なしで200%までサイズ
変更できなければならない」 

 読み上げソフトに対応しない事例 

– 等級A「表現を通じて伝達される情報、構造及び関係
性は、プログラムが解釈可能でなければならない」 

 中途半端に配慮した事例 

– 等級A「同期したメディアに含まれているすべての収
録済みの音声コンテンツに対して、キャプションを提
供しなければならない」 



外国人への情報提供にも課題が 

 直後から大量の情報を掲載した仙台市も 



英語サイトは（2011年3月16日） 

 単なる翻訳で、タグがないため、情報の発見が
困難 



外国語を含む情報提供のためには 

 被災地から遠く離れた自治体との相互支援 

– 北海道と静岡県 

– 仙台市と名古屋市 …… 

 被災地は電話、ファックス、ショートメールなど、
可能なあらゆる手段で情報を伝達し、支援側で
日本語・外国語サイトに情報をアップ 

 いざという時に急に体制は作れない。事前の 

「情報姉妹都市」協定締結が求められる 



教訓と今後の取組み 

 緊急時におけるウェブの価値は今後も増大 

 常日頃から緊急時の対応方法を用意しておくこ
とが重要。たとえば「情報姉妹都市」協定 

 日常的に、多様な利用者の存在を意識して、情
報を受発信するという姿勢を組織内に定着させ
ておくことの重要性 

– 緊急時に、急にウェブアクセシビリティに対応
しようとしても、不備が生じる可能性は高い 



世の中を構成する多様な人々・多様な状況 

安否確認 相対的に容易 相対的に困難 

在宅の健
常者住民 

在宅の健常者住民 

（住民登録なし） 

在宅の高齢
者・障害者 

帰宅難民・旅行者 

外出中の高齢
者・障害者 

外国人 

相対的に困難 

相対的に容易 

安
全
確
保 



たとえば帰宅難民への連絡は 

 都内のある区の職員は 

– 「駅で大声を出して一時的に利用できる公共
施設を知らせた」 

 緊急時には駅前の大型ディスプレイに情報を掲
示できるように、事前に態勢を組んでおけば、あ
わてて駅まで走り大声で情報を伝えなくてもよい 



グーグルの事前の備えと発災時の対応 

– 社員は「20%の自由時間」 

– 本社にクライシスレスポンスチームを常設 

– ハリケーンカトリーナの際に作成したオープン
ソースの『パーソンファインダー』を中国語な
どに展開ずみ 

グーグルジャパン社員が自らの意思でクライ
シスレスポンスチームを組織化 

 『パーソンファインダー』日本語版・携帯電話
対応を２時間で作成し、サービスイン 



業務継続計画 
（Business Continuity Plan） 

 災害などの予期せぬ出来事の際 

– 限られた経営資源で最低限の事業活動を継
続し 

– あるいは目標時間内に再開するために 

– 事前に策定される計画 



戸籍情報流失 

 戸籍法第8条「（戸籍）正本は、これを市役所又

は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しく
は地方法務局又はその支局がこれを保存する」 

 戸籍データをクラウド上に載せておくのがよいが、
そのためには戸籍法改正が必要 

 ウェブアクセシビリティの義務化を含め、政治に
も災害への事前の備えが求められる 


